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上関町公式LINE情報配信システム構築及び運⽤業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．趣旨 

この実施要領は、「上関町公式LINE情報配信システム構築及び運⽤業務」（以下「本業

務」という。）の受託候補者を公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」とい

う。）により選定する場合の手続について、必要な事項を定めるものである。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名 

上関町公式LINE情報配信システム構築及び運⽤業務 

（２）業務内容 

別添「上関町公式LINE情報配信システム構築及び運⽤業務」（以下「仕様書」とい

う。）のとおり。 

なお、仕様書内で規定した業務の内容は、本業務の検討に必要と思われる事項を示し

たものであり、仕様書に掲載のない事項についての提案を妨げるものではない。 

（３）履行期間 

契約締結の日から令和６年１０月３１日まで 

（４）委託料の上限 

８，３０９，４００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３．担当部署 

上関町企画財政課 

〒７４２－１４０２ 山口県熊毛郡上関町大字長島４４８番地 

電 話  ０８２０－６２－０３１６ 

ＦＡＸ  ０８２０－６２－１６００ 

メールアドレス kikaku@town.kaminoseki.lg.jp 

 

４．参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

（２）上関町の入札参加資格者に係る指名停止措置要領に基づく指名停止を、参加申込書の

提出の日から契約締結日までのいずれの日においても受けていないこと。 

（３）手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状

況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

（４）会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始、破産法（平成１６年法律第

７５号）に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に
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基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再

生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更生

手続き開始又は再生手続き開始の決定日以降を審査基準とする経営事項審査を受け、更

生計画又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。）でないこと。 

（５）上関町競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること（令和５・６年度）。 

※登録されていない事業者は［６．参加手続（２）］を参照 

（６）町税、市税、県税及び国税を滞納していないこと。 

（７）平成３１年度から令和５年度の間に、本業務と同等、又は類似の業務実績を有してい

ること。 

（８）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第１項第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくはその構成員（暴力

団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）、暴力団若しくはその構成員でなくなった

日から５年を経過しない者又はこれらの統制下にある者でないこと。 

（９）役員等が、暴力団及びその構成員と社会的に非難されるべき関係を有している者でな

いこと。 

 

５．スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。 

内 容 日 程 

①公告（仕様書等の公表） 令和６年５月２７日（月） 

②質問書受付期限 令和６年６月５日（水）１７時必着 

③参加申込提出期限 令和６年６月７日（金）１２時必着 

④資格審査結果通知 令和６年６月７日（金） 

⑤企画提案書等の受付期間 令和６年６月１０日（月）～ 

令和６年６月２１日（金）１７時必着 

⑥プレゼンテーション実施日 令和６年６月下旬 予定 

⑦審査結果の通知 令和６年６月下旬 予定 

⑧契約締結 令和６年７月上旬 予定 

※スケジュールについては、都合により変更となる場合がある。 

 

６．参加手続 

（１）実施要領・仕様書等の確認 

①公告日 

令和６年５月２７日（月） 

②公告方法 

上関町公式ホームページ 

③関係書類の入手方法 
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本プロポーザルに係る実施要領等の関係書類は、下記の上関町ホームページからダウ

ンロードすること。また、企画財政課でも配付する。 

https://www.town.kaminoseki.lg.jp 

（２）参加申込書等の提出 

①提出書類 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、本実施要領に基づき、次のとおり必要書類

を提出すること。 

ア 参加申込書（様式１） 

イ 会社概要（任意様式。パンフレット等でも可。） 

ウ 業務実績調書（様式２） 

エ 参加資格要件等確認書（様式３） 

オ 上関町入札参加資格者名簿に登録されていない事業者は「競争入札参加資格審査申

請書（標準様式）」を提出 

②提出期限 

令和６年５月２７日（月）から令和６年６月７日（金）１２時必着 

③提出場所 

上関町企画財政課 〒742-1402 山口県熊毛郡上関町大字長島448 

④提出方法 

郵送又は持参 

⑤提出部数 

提出書類各１部 

⑥プレゼンテーション及びヒアリング実施対象者の選定 

応募者が５者未満の場合は、全ての応募者をプレゼンテーション及びヒアリング実施

対象者とする。また、応募者が５者以上の場合は、業務実績件数の多い方から４者程度

をプレゼンテーション及びヒアリング実施対象者とする。応募者に業務実績件数を同じ

くする者がある場合は、業務実施体制において業務に従事する者の数の多い方から順に

プレゼンテーション及びヒアリング実施対象者を選定する。 

⑦参加資格通知書 

応募者に対し、令和６年６月７日（金）に電子メール、及び郵送にて通知する。 

（３）参加辞退 

参加申込書提出後に辞退する場合は、参加辞退届（様式８）を提出すること。 

（提出期限：令和６年６月２１日（金）１７時必着） 

提出先及び提出方法は、参加申込書に同じ。 

 

７．質問の受付及び回答 

（１）質問方法 

実施要領、仕様書等に係る質問は、質問書（様式４）によるものとし、電子メールに

より提出すること。 
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（２）受付期間 

令和６年５月２７日（月）から令和６年６月５日（水）１７時必着 

（受信確認は、土日祝日を除く９時から１７時までとする。） 

（３）提出先メールアドレス 

企画財政課 E-mail：kikaku@town.kaminoseki.lg.jp 

（４）回答方法 

電子メールにより随時回答し、重要と思われる質問の回答については、その都度本町

ホームページで公開する。 

 

８．企画提案書等の作成及び提出 

（１）提出書類と部数 

①企画提案書 かがみ文（様式５）１部、正本１部、副本９部 

様式、縦横の向き、ページ数は自由だが、Ａ４サイズとすること。Ａ３の折込は可。

仕様書に示す要求事項に固執することなく、提案者の知識と経験を活⽤して、留意事項

や指摘点を示すなど、本業務が最大限の成果を上げるための提案を行うこと。 

②業務実施体制（様式６） 

 本業務に配置予定の管理責任者、担当者について、氏名、所属及び担当業務を記載す

ること。担当者は、その分担する業務内容等により、複数配置することを妨げない。複

数の担当者を配置する場合には、本業務における分担業務内容を明確にするとともに、

主たる担当者を１名選任し、担当する業務の内容欄に「（主）」と記載すること。 

③参考見積書（様式７） 

 見積内訳書を添付すること。（見積内訳書には単価、人員、人日等積算の内訳が分か

るよう詳細を記載すること。） 

（２）提出期間 

令和６年６月１０日（月）から令和６年６月２１日（金）１７時必着 

（受付時間帯は、土日祝日を除く９時から１７時までとする。） 

（３）提出場所 

上関町企画財政課 〒742-1402 山口県熊毛郡上関町大字長島448 

（４）提出方法 

直接持参または郵送。 

 

９．審査の方法等 

提出された企画提案書等の内容について、「上関町公式LINE情報配信システム構築及び

運⽤業務業者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）において、プレゼンテーション

及び選定委員によるヒアリング（以下「ヒアリング等」という。）を実施する。以下のとお

り、プレゼンテーションを実施する。 

（１）開催予定日 

令和６年６月下旬予定 
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（２）開催予定場所 

上関町役場２Ｆ防災対策室 （熊毛郡上関町大字長島448） 

（３）実施要領 

①出席者は３名以内とし、説明者は、本業務に直接関わる者とする。 

②プレゼンテーションにおいて説明者は、企画提案書等、提出書類に記載した内容以外

の事柄について説明してはならない。 

③プレゼンテーションは２０分以内とし、ヒアリング等は１０分程度とする。 

④プレゼンテーションの順番、時刻は、別途通知する。 

⑤プロジェクター、スクリーンは本町で⽤意するが、パソコンその他必要な物品は参加

事業者が⽤意する。 

⑥企画提案書の提出者が１者の場合でも、当該企画競争は成立する。 

（４）審査方法 

選定委員会において、各選定委員が提出書類及びヒアリング等の内容等について審査

を行う。審査方法は、評価項目ごとの評価点数の合計得点にて競う方法により実施す

る。 

（５）評価基準 

別表の「評価基準」のとおりとする。事業者に求める標準的な評価点数（以下「標準

点数」という。）を６０％とし、選定委員の合計点数が最上位かつ標準点数以上の者を

優先交渉する事業者（以下「優先交渉権者」という。）とする。 

（６）受託候補者の特定 

評価基準により企画提案書等及びヒアリング等の内容等について総合的に審査し、最

も高得点を獲得した者（以下「最優先交渉権者」という。）を受託候補者として特定す

る。なお、審査結果については、各企画提案者に書面をもって通知するとともに、優先

交渉権者の名称を上関町ホームページ上で公表するが、選定の詳細についての問い合わ

せには一切応じない。 

 

10．契約に関する事項 

（１）受託候補者 

受託候補者と業務の詳細についての協議を実施するものとする。ただし、以下のいず

れかに該当する場合は、次点者を受託候補者として再特定するものとする。 

①優先交渉権者が、本要領「４．参加資格」の要件に該当しないこととなったとき。 

②優先交渉権者が、特定後に本要領「12．失格事項」の②又は⑤に該当して失格となっ

たとき。 

③優先交渉権者から見積徴取の結果、契約締結ができないとき。 

④優先交渉権者が本事業の契約を辞退したとき。 

（２）事業の仕様及び実施条件 

①本事業の仕様については、別紙業務仕様書に定めるほか、企画提案書に記載された内

容を尊重し、双方協議の上、定めるものとする。 
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②本事業の仕様決定に当たり、最優秀者に対し事業の具体的な実施手法の提案等を依頼

することがある。 

 

11．失格事項 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

①「８．企画提案書等の作成及び提出」の提出期限までに提出書類が提出されなかった場合 

②提出書類に虚偽の記載があった場合 

③見積額が提案上限額を超えている場合 

④プレゼンテーションに参加しなかった場合 

⑤その他本要領の定めに反した場合 

 

12．その他 

（１）参加に係る一切の費⽤は提案者の負担とする。 

（２）参加表明書及び企画提案書等の提出を郵送する場合は、受取日時及び配達されたこと

が証明できる方法によることとし、不達及び遅配を原因とする提出者の不利益が生じて

も、本町はその責めを負わない。 

（３）提出された企画提案書等は、提出期限までは記載された内容の追加、変更等を行うこ

とができるものとする。ただし、記載された内容の追加、変更を行う場合は、提出され

た書類を一旦持ち帰り、提出期限までに改めて内容の追加、変更等を行った書類を提出

すること。 

（４）提出期限を過ぎた後は、参加表明書及び企画提案書等の追加、変更はできないものと

する。 

（５）参加申込書、企画提案書等その他の提出書類に虚偽の内容を記載した場合は、その行

為を行った者に対し、上関町の入札参加資格者に係る指名停止措置要領に基づく指名停

止等の措置を行うことがある。 

（６）提出された企画提案書等は返却しない。 

（７）提出された企画提案書等は提出者に無断で本プロポーザル以外には使⽤しない。ま

た、公表しない。ただし、本プロポーザルの手続及びこれに係る事務処理に必要な範囲

において、参加表明書及び企画提案書等の複製、保存等を行う。また、情報公開請求が

あった場合、上関交通会議情報公開条例に基づき公開することがある。 

（８）審査内容は非公開とする。また、審査及び選定結果等に関する異議申し立ては受け付

けない。 

（９）本プロポーザルにおいて使⽤する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 

（10）提出書類の作成に⽤いる単位は、日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）

に定める単位又は本町が認めた単位に限るものとする。 

（11）各様式の記載欄の大きさ等については、記載量により適宜変更できるものとするが、

様式の記載事項等は改変しないこと。 
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（12）各様式の記載に⽤いる文字のサイズは、原則として１０ポイント以上とすること。た

だし、必要な注記、ふりがな及び掲載図等中の記載文字を除く。 

（13）本町からの疑義照会及び追加資料については、提出期限までに企画提案書等の提出を

した者に対して、本町から企画提案書等の内容についての疑義照会又は追加資料の提出

を求めることができる。 

（14）参加表明書の提出後又は企画提案書の提出後に参加を辞退する場合は、速やかに書面

により、担当課へ届け出ること。 
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上関町公式LINE情報配信システム構築及び運⽤業務 評価基準 

 

配点

5

5

5

5

5

5

5

100

その他機能

セキュリティ

運用・保守

サポート

5

5

5

10

運用開始に向けた構築のサポート内容が手厚く、事業者の責任を持ってア

カウントを公開させる内容となっているか。

運用開始後のサポート内容についても、手厚く事業者の責任を持ってアカ

ウントを運用できる内容となっているか。

10そ

の

他

評価項目 評価内容

業務実績
省庁 / 県 / 基礎自治体において豊富な実績があり、本業務を円滑に進め

るための実績、ノウハウを十分に有しているか。

情報登録フォーム機能 利用者、管理者にとって使いやすいものとなっているか。

チャットボット機能 利用者、管理者にとって使いやすいものとなっているか。

システム・特徴に定のない事項で、実現可能かつ利用者及び職員の利便性

向上に資する提案となっているか。

また、地域に裨益する提案となっているか。

見積価格が提案上限額に収まっており、提案内容に見合った適切な価格と

なっているか。

利用者、管理者にとって使いやすいものとなっているか。

システム障害対策、データの保護の考え方が明瞭で、情報漏洩を防止する

ための対策が十分に確保されているか。

友達数の増加や利用者及び職員の利便性向上など、アカウントの成長に向

けた運用となっているか。

独自提案

見積価格の妥当性

10

本事業に対する取り組み

基

本

事

項

リッチメニュー機能
利用者、管理者にとって使いやすいものとなっているか。

視認性およびデザインに優れいているか。
5

シ

ス

テ

ム

・

特

徴

必須機能

取り組み意欲が感じられるか。

無理なく適切なスケジュールとなっているか。

スタッフの配置や管理体制が十分であるか

5

任意機能

スタンプラリー機能

QRコード発⾏機能

利用者、管理者にとって使いやすいものとなっているか。

視認性およびデザインに優れいているか。

情報発信機能 利用者、管理者にとって使いやすいものとなっているか。

道路損傷報告機能 利用者、管理者にとって使いやすいものとなっているか。

利用者、管理者にとって使いやすいものとなっているか。

10

利用者、管理者にとって使いやすいものとなっているか。

定期配信機能

【別表】 


